
住吉区役所防災事業用車両整備運行管理要綱 

 

 

（目 的） 

第１条 本要綱は、住吉区役所職員が主に本市防災事務事業を遂行するために防災事業用車

両（以下、「車両」という。）を運転するにあたって、道路交通法等の規定を遵守し、もって

市民の安全の確保と円滑な業務遂行に資することを目的に定める。 

 

（車両の使用業務） 

第２条 車両の使用範囲は、次のとおりとする。 

（１） 防災関係業務 

（２） 物資等搬送業務 

（３） 災害時緊急対応業務 

（４） 空家対策等関係業務 

（５） その他、安全運転管理者が特に必要と認めた業務 

 

（安全運転管理者及び副安全運転管理者） 

第３条 車両の安全運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法（以下「道交法」という。）

第 74 条の３第１項の規定により、区役所に安全運転管理者を置く。また、道交法第 74 条の

３第４項の規定により副安全運転管理者を置く。 

２ 安全運転管理者は地域課長をこれに充て、副安全運転管理者は地域課長代理をこれに充

てる。ただし、道交法施行規則第９条の９第１項及び第２項に定める要件を満たさない場合

は、これに満たす者から選任する。 

 

（運転従事者） 

第４条 運転従事者は、車両の運転資格を有する所属職員のうちから安全運転管理者が選任

する。 

２ 運転従事者は運転免許所持者で１年以上の運転経験を有し、運転技術の確かな者とする。 

 

（車両の使用範囲） 

第５条 安全運転管理者は、車両を運転従事者以外の者に運転させてはならない。 

２ 前項の規定に関わらず、特別な事情があると認める場合には、安全運転管理者は申請者

と協議の上、車両を使用させることができる。なお、車両の使用期間中、車両を使用する所

管の課長等は、運転に従事する職員に対して適正な管理を行うものとする。 

 

 



（安全運転管理者の業務） 

第６条 安全運転管理者は次の業務を行う。 

（１）運転従事者の選任・取消、運転免許証の有効期限確認及び更新確認並びに運転従事

者名簿の作成・管理に関すること。 

（２）運転従事者に対する安全運転指導に関すること。 

（３）運転従事者に対する車両運行前の運転免許証の携行や有効期間の確認・健康状態の

確認に関すること。 

（４）運転従事者に対する車両運行前後における、国家公安委員会が定めるアルコール検

知器による飲酒の有無の確認及び記録に関すること。 

（５）交通事故の処理に関すること。 

（６）ガソリン使用量の適切な管理に関すること。 

（７）車両の運行管理及び車両運行乗車（外勤）報告書の作成・管理に関すること。 

（８）その他車両の適切な運行にあたって必要なこと。 

２ 安全運転管理者は、前項第１号に規定する運転免許証の有効期限確認及び更新確認及

び第３号及び４号に規定する運転免許証の携行・飲酒の状況・健康状態の確認については、

副運転管理者又は担当係長に行わせることができる。 

３ 安全運転管理者は、第９条に基づく届け出があった場合には、すみやかに運転従事者

の解任を行うこと。 

 

（副安全運転管理者の業務） 

第７条 副安全運転管理者は安全運転管理者を補佐し、安全運転管理者に事故等がある時は

副安全運転管理者が職務を代理する。 

 

（運転従事者の業務） 

第８条 運転従事者は、次の業務を行う。 

（１）道交法その他関係法令を遵守し、法に定められた運行前点検及びその他運転に関係

する業務を行うこと。 

（２）常に安全運転を第一に心がけ、事故の防止に努めること。 

（３）車両使用に関しては、安全運転管理者及び副安全運転管理者の指示に従うこと。 

（４）車両を常に整備点検するとともに清潔にし、かつ、丁寧に使用すること。 

（５）盗難等の発生防止に留意すること。 

（６）車両の異変及び故障等を発見したときは、ただちに安全運転管理者等に報告するこ

とともに、必要な措置を講じること。 

（７）万一、事故等が発生した場合は、直ちに安全運転管理者等に報告するとともに、必

要な措置を講じること。 

（８）車両運行前に、運転免許証の携行・飲酒の状況・健康状態の確認を受けること。 



（９）業務終了後は、車両を所定の場所に格納してエンジンキーなどを所定の場所に返納

するとともに、すみやかに運行状況等を「車両運行乗車（外勤）報告書」に記載するこ

と。 

 

（運転従事者の届け出義務） 

第９条 運転従事者は、交通法規違反等により免許停止又は免許取消の処分を受けた場合は、

すみやかに安全運転管理者等に届け出ること。 

 

（緊急時における適用除外） 

第 10条 緊急等やむを得ない事情により安全運転管理者が必要と認める場合には、運転従事

者として未登録の者であっても、車両の運転資格を有するものに限り、車両を運転すること

ができる。 

 

 

附則 

この要綱は、令和３年３月 24日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 



職員番号 運転免許証番号 免許証有効期限 備考

1 第　　　　　号 令和　年　月　日

2 第　　　　　号 令和　年　月　日

3 第　　　　　号 令和　年　月　日

4 第　　　　　号 令和　年　月　日

5 第　　　　　号 令和　年　月　日

6 第　　　　　号 令和　年　月　日

7 第　　　　　号 令和　年　月　日

8 第　　　　　号 令和　年　月　日

9 第　　　　　号 令和　年　月　日

10 第　　　　　号 令和　年　月　日

11 第　　　　　号 令和　年　月　日

12 第　　　　　号 令和　年　月　日

13 第　　　　　号 令和　年　月　日

14 第　　　　　号 令和　年　月　日

15 第　　　　　号 令和　年　月　日

16 第　　　　　号 令和　年　月　日

17 第　　　　　号 令和　年　月　日

18 第　　　　　号 令和　年　月　日

19 第　　　　　号 令和　年　月　日

20 第　　　　　号 令和　年　月　日

氏　　名

令和   年   月   日現在

住吉区役所防災事業用車両 運転従事者名簿

様式１



令和　　年度　車両運行乗車報告書

日 車両点検 運 行 内 容

： ～ ： 担当係長 課長代理 課　　長

確認者

（　）
km

～
km

日 車両点検 運 行 内 容

： ～ ： 担当係長 課長代理 課　　長

確認者

（　）
km

～
km

日 車両点検 運 行 内 容

： ～ ： 担当係長 課長代理 課　　長

確認者

（　）
km

～
km

日 車両点検 運 行 内 容

： ～ ： 担当係長 課長代理 課　　長

確認者

（　）
km

～
km

日 車両点検 運 行 内 容

： ～ ： 担当係長 課長代理 課　　長

確認者

（　）
km

～
km

運 行 距 離 アルコールチェック
（数値）

運転免許証所持

運 行 時 間 乗 車 者 決　裁

/

運 行 距 離 アルコールチェック
（数値）

運転免許証所持

運 行 時 間 乗 車 者 決　裁

/

運 行 時 間 乗 車 者 決　裁

/

運 行 距 離 アルコールチェック
（数値）

運転免許証所持

運 行 時 間 乗 車 者 決　裁

/

運 行 距 離 アルコールチェック
（数値）

運転免許証所持

運 行 時 間 乗 車 者 決　裁

※車両点検欄：空気圧・タイヤ損傷・ブレーキペダル・サイドブレーキ・ミラー・警告灯・アイドリングの安定・燃料残量を確認し、車両点検欄にチェックをお願いします。

/

運 行 距 離 アルコールチェック
（数値）

運転免許証所持

様式２


